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序章 山形市景観計画（景観重点地区編）とは 
１  はじめに 
 

   山形市では、平成３１年４⽉に景観法に基づく「山形市景観計画」を策定し、良好な景観の形成

のための基本方針を定めるとともに、市⺠・事業者・⾏政の協働の取り組みである景観まちづくり

を推進することとしています。また、当該計画において、特に優れた景観形成に向け、重点的かつ

計画的に整備、又は保全していく必要があると認められる地区について、より積極的な景観形成を

推進するため、景観重点地区制度を創設しました。 

本書は、景観重点地区の指定により、地区住⺠の安全で快適な住環境の向上を図るとともに、歴

史ある温泉街やリゾート地に相応しいまちなみの更なる整備を目指す蔵王温泉地区からの景観重

点地区指定の提案を基に、同地区における景観形成の基本方針やエリアごとの景観形成の目標、良

好な景観の形成を推進するために必要な景観形成の基準などについてまとめたものです。 

 

２  景観重点地区の選定基準 
 

   山形市では、『住⺠による発意型』と『山形市からの提案型』の 2 種類の景観重点地区の指定プ

ロセスを設けていますが、そのうち、以下のいずれかの基準に該当すると認められる地区について、

景観重点地区の指定に向けた取り組みを開始します。 

❶山形市のシンボルや顔としてのアピール性を有し、魅⼒あるまちなみ景観の形成を

目指す地区 

❷特徴あるまちなみや歴史的建造物が集積する地区で、周囲との景観と一体をなした

歴史的景観の保全・創造が必要とされる地区 

❸新たなまちなみの創出により魅⼒ある景観形成を図ることができる地区 

❹これまでに景観整備の取り組みを⾏っており、景観まちづくりに対する地元住⺠の

理解や盛り上がりのある、又は期待できる地区 

❺景観が対外的に評価されていると認められる地区 

≪山形市景観計画「第 4 章 景観まちづくりに向けた協働の取り組み」抜粋≫ 

   なお、本書の蔵王温泉地区につきましては、上記❶❹❺に該当する地区として、『住⺠による発意

型』で取り組みをスタートしています。 
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２  景観重点地区（蔵王温泉）指定の目的                          
 

   蔵王温泉地区は、開湯から 1,900 年と県内最古の歴史を持つ蔵王温泉や、樹氷で知られる蔵

王温泉スキー場を有し、一年を通して多くの観光客が訪れる山形市を代表する観光地です。 

一方で、⽼朽化した建築物や華美な看板類とともに空き店舗等も目⽴ち、まちなみ景観上の

不調和もみられることから、歴史ある温泉街やリゾート地に相応しい、⾃然と調和したまちな

みの整備が必要となっています。 

景観形成方針や景観形成基準、屋外広告物設置基準に沿ったまちなみの整備を⾏うことで、地区

住⺠が誇りと愛着を持って住み続けられるまちをつくり、観光地としての魅⼒の向上と地域の活性

化を図ることを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  景観計画の期間【本編抜粋】                       
 

   景観まちづくりが人々の生活に溶け込み、その中での日々の営みが、いつか風土としてその

土地に息づくためには、未来を⾒据え、⼦ども達に景観をつなぐ取り組みを⻑い時間をかけて

熟成させていく必要があります。 

   このことから、本計画は計画期間を定めないこととしますが、景観における様々な環境の変

化に対応するため、必要に応じて⾒直しを⾏いながら、取り組みを推進します。 

３ 
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第１章 蔵王温泉地区の景観 
１  蔵王温泉地区の概要 

 

   蔵王温泉地区は、山形市南東部に位置し、蔵王国定公園の⾃然豊かな山々に囲まれ、四季折々の

景⾊を楽しむことができるほか、開湯から 1,900 年と県内最古の歴史を持つ蔵王温泉や蔵王温泉

スキー場を有し、観光地としての賑わいをみせる地区です。 

   蔵王温泉の歴史は古く、⻄暦１１０年まで遡ります。天皇の命を受けた日本武尊（やまとたける

のみこと）が蝦夷平定のために遠征に来た際、家臣の吉備多賀由（きびのたかゆ）が敵の毒矢を受

け、傷を負い苦しんでいたところ、温泉の湯気を⾒つけ、湯あみをしたら数日で回復したと伝えら

れています。 

   温泉街からは３つのロープウェイを利⽤して、春から夏にかけてのトレッキング、秋の紅葉狩り、

冬は国内有数の蔵王温泉スキー場でスキーやスノーボード、世界的に有名な樹氷鑑賞やスノートレ

ッキングなど、四季を通して楽しめる温泉リゾートとして発展してきました。 
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２  景観の現状と課題 

 

自然共生エリア 
 

現 

状 

 

・雄⼤な⾃然や蔵王温泉スキー場を構成する多くのゲレンデなどが⽴地しています。 

・地区内のどこからでも山並みが眺望でき、春・夏の⻘々とした緑、秋の紅葉、冬の

樹氷と、年間をとおして四季折々の⾃然を⾝近に感じることができます。 
   

課 

題 

 

・エリア内は一定程度⾃然に調和した景観まちづくりがなされていますが、駐⾞場や

空き地、空き家、⽼朽化した建築物、看板などが多くみられるため、今後の整備が

課題です。 

・アクセス路等の雑草や⼿⼊れがなされていない樹⽊を整えるなど、安全で歩きやす

いまちづくりが求められます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

２ 
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高湯通り・湯の香通りエリア 
 

現 

状 

 

・⽯畳の道路沿道に３つの共同浴場（上湯・下湯・川原湯）、温泉宿などが建ち並び、

酢川温泉神社の表参道としての、古き良き温泉街の雰囲気が感じられます。 

・道路幅が狭く、建築物が建ち並んでいます。 

・温泉が流れ、冬は湯気が⽴つ光景が印象的な酢川がエリア中央に位置しています。 
   

課 

題 

 

・空き店舗が散在する中で、その一部は空き地になっており、利活⽤が求められます。 

・温泉宿や店舗に設置された看板は、その種類や⼤きさが多様であるため、通りのイ

メージに合わせ統一することが求められます。 
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樹氷通りエリア 
 

現 

状 

 

・蔵王の山々全てを眺めることができ、ロープウェイ発着場やバスターミナル、飲食

店等が⽴地しています。 

・樹氷通り周辺を中心に国内外から多くの人が来訪するなど、蔵王温泉地区の玄関口

として賑わいをみせています。 

・道路の拡幅に伴い、ゆとりある空間が形成されています。 

・緩やかな統一感の中で洋風な建築物を中心に一部和風な建築物も⽴地するなど、個

性ある建築物が点在しています。 
   

課 

題 

 

・空き店舗が散在する中で、その一部は空き地になっており、利活⽤が求められます。 

・看板を複数設置している店舗が多くみられるため、設置は必要最⼩限とし、歩⾏者

から⾒て美しく、わかりやすくすることが課題です。 
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上の台エリア 
 

現 

状 

 

・蔵王の雄⼤な⾃然を一望でき、豊かな⾃然を⾝近に感じることができます。 

・冬はスキーリゾート地として賑わい、春から秋にかけては様々なアクティビティを

体験することができます。 

・趣向を凝らした洋風の飲食店や宿泊施設が多く⽴地しており、賑わいを演出してい

ます。 
   

課 

題 

 

・エリア全体としての統一感が求められます。 

・春から秋にかけて多くの店が休業しており、管理が徹底していない一部の店舗や看

板、散在する空き店舗における雑草等が乱雑な印象を与えているため、整備が求め

られます。 
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第２章 景観重点地区の方針 
１  景観重点地区の名称 

 
   蔵王温泉景観重点地区 【令和 3 年３⽉２２日指定】 

 

１  景観重点地区の区域 

 
   蔵王温泉地区は、雄⼤な⾃然に囲まれ、山並みや温泉など多くの資源を有する観光地です。 

   本計画は、蔵王温泉地区内の４つのエリアを対象とします。 

   なお、下図のエリア区分については、歴史や⾃然などの環境特性、住まいやリゾート地として

の空間特性から、特性の異なる４つのエリアに区分したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【景観重点地区（蔵王温泉）区域図】 

２ 

自然共生エリア(他３エリアを除く) 

1 

 樹氷通りエリア 

上の台エリア 

高湯通り・湯の香通りエリア
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２  景観形成の基本方針 

 

   以下４つの強みを生かし、住⺠が誇りと愛着を持って住み続けられるまちをつくり、観光地と

しての魅⼒の向上と地域の活性化を図ります。 

 

 
 
 
 
 

 「雄大な自然」を生かしたまちづくり 

      蔵王温泉地区は⾃然豊かな山々に囲まれた蔵王国定公園の中にあり、四季折々の景

⾊を楽しむことができます。 

⾃然と共存し、⾃然を生かしたまちづくりを進めていきます。 

「山並み」への眺望に配慮したまちづくり 

      地区内の様々な視点場から、蔵王の山並みを眺めることができるほか、市街地への

眺望を楽しめる視点場もあります。 

このような視点場からの眺望を生かしたまちづくりを進めていきます。 

 大事な宝である「温泉」を生かしたまちづくり 

      蔵王温泉は、開湯から 1,900 年の歴史を誇る日本屈指の温泉地です。 

みんなの⼤事な宝である温泉を生かした温かいまちづくりを進めていきます。 

 特性の異なる「４つのエリアの特徴」を生かしたまちづくり 

      蔵王温泉地区は、歴史や⾃然などの環境特性、住まいやリゾート地としての空間特

性から、特性の異なる４つのエリアに分けることができます。 

これら４つのエリアの強みを生かしたまちづくりを進めていきます。 

 

３ 
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第３章 景観まちづくりの誘導の取り組み 

１  良好な景観の形成のための⾏為の制限に関する事項           

 

山形市全域においては、一定規模を超える建築物の建築等や⼯作物の建設等、開発⾏為などの⾏為に

ついては、景観への影響が非常に⼤きいことから、届出の対象とし、景観形成の方向性や景観形成基準

に基づいた適切な景観誘導を進めています。 

景観重点地区においては、一定規模に満たない⾏為であっても届出の対象とし、よりきめ細やかな景

観誘導を⾏うことにより、そこに住まう住⺠が誇りと愛着の持てる故郷として、また、訪れる人にとっ

ても魅⼒的なまちなみとして、良好な景観の創出を図ります。 

なお、届出の対象とならない⾏為についても、景観形成目標や景観形成基準への適合に努め、良好な

景観の形成を図るものとします。 

 ■事前協議・届出の流れ 

   届出の対象となる⾏為については、景観法に基づく届出の前に、山形市景観条例に基づき、事

前協議が必要となります。 

   届出等が景観形成基準に適合しない場合や、景観形成基準に適合しない⾏為を⾏った場合は、

必要に応じて「勧告・命令・公表」を⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     ※この届出とは別に、建築基準法に基づく確認申請、都市計画法に基づく開発許可申請などの⼿続きも必要です。 

1 
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（１）届出対象⾏為 

 届出対象⾏為は、次の①〜⑥の６項目とします。（届出の対象となる規模は次⾴） 
届出対象⾏為 対象物の定義 

①建築物の新築、増築、改築若
しくは移転、外観を変更する
こととなる修繕若しくは模
様替又は⾊彩の変更 

ア 屋根及び柱若しくは壁を有するもの 
イ アに附属する門、塀 
ウ 観覧のための⼯作物 
エ ⾼架の⼯作物内に設ける事務所、店舗、興⾏場、倉庫など 
オ ア〜エの建築設備 

②⼯作物の新設、増築、改築若
しくは移転、外観を変更する
こととなる修繕若しくは模
様替又は⾊彩の変更 

ア ⽊柱、鉄柱、ＲＣ柱、合成樹脂製の柱、煙突その他これらに類するもの  
イ 物⾒塔、電波塔、装飾塔、アンテナその他これらに類するもの 
ウ 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路（⽀持物を

含む。） 
エ 物の製造、貯蔵、処理の⽤に供する施設 
オ ⾃動⾞⾞庫 
カ ⾼架水槽、サイロその他これらに類するもの 
キ 太陽光発電施設 
ク 風⼒発電施設 

③都市計画法に規定する開発
⾏為 

主として建築物の建築又は特定⼯作物の建設の⽤に供する目的で⾏う
土地の区画形質の変更 

④土地の開墾、土⽯の採取、鉱
物の掘採その他の土地の形
質の変更 

ア 土地の開墾 
イ 土⽯の採取 
ウ 鉱物の掘採 
エ ア〜ウのほか、切土、盛土を⾏うことなどにより土地の形状が変化す

る⾏為 
⑤屋外における土⽯、廃棄物、

再生資源その他の物件の堆
積 

ア 屋外における土⽯の堆積 
イ 屋外における廃棄物の堆積 
ウ 屋外における再生資源の堆積 
エ 屋外におけるその他の物件の堆積 
  ※その他の物件とは、コンクリート製品や型枠などの建築資材・器

材、⼯場における運搬⽤パレット、⽊材・⾦属などの原材料・製品
など 

⑥夜間において公衆の観覧に
供するため、一定の期間継続
して建築物その他の⼯作物
又は物件の外観について⾏
う照明 

届出対象規模の建築物及び⼯作物に⾏われる当該照明 

  

①① ⑥⑥

②②

④④
⑤⑤③③
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（２）届出対象規模 
 
①建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は⾊彩の変更 
②⼯作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は⾊彩の変更 
■建築物・⼯作物 
 新築︓地区内で⾏われるものす

べて 
 増築、改築、移転︓ 
    床面積が１０㎡を超える

もの 
 外観︓外観の１面あたりの面積

の２分の１を超える外観
の変更 

 その他、修景を含め、景観形成
に強く影響を及ぼす⾏為 

 

  【 増築、改築、移転 】   【 外 観 】 

③都市計画法に規定する開発⾏為 

■⾏為によって生じる法面若しく
は擁壁 

 ⾼さ︓５ｍ超 
 延⻑︓３０ｍ超 
■⾏為の規模 
 面積︓３，０００㎡超 

 

【 形の変更 】          【 区画の変更 】 

 

 

 

 

 

【 質の変更 】 

 

 

 

 

 

④土地の開墾、土⽯の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

■⾏為によって生じる法面若しく
は擁壁 

 ⾼さ︓５ｍ超 
 延⻑︓３０ｍ超 
■⾏為の規模 
 面積︓３，０００㎡超 

 

 

 

3,000 ㎡超

既存道路

既存道路 新設道路変
更

3,000 ㎡超

道路

道路
更地

変
更

宅地

変
更

30m 超

5m
超

法面若しくは擁壁

3,000 ㎡超

30m 超

3,000 ㎡超

5m
超

法面若しくは擁壁
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⑤屋外における土⽯、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

■⾏為によって生じる堆積 
 ⾼さ︓５ｍ超 
 面積︓1，０００㎡超 
※堆積の期間が３０日を超えるものに

限る 
 

⑥夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の⼯作物又は物件の外観
について⾏う照明 

届出対象規模の建築物及び⼯作物
に対して⾏われる、照明の新設・
移設及び⾊彩等の照明方式の変更 
※催し等のための一時的なもの、試験・

研究のためのものを除く 

 

堆積物

5m
超

1,000 ㎡超



 

14 

第
３
章 

景
観
ま
ち
づ
く
り
の
誘
導
の
取
り
組
み 

エ 
リ 
ア 

 

（３）景観形成基準 

①景観形成基準について                              

景観形成基準については、景観形成の基本方針の実現のため、それぞれのエリアにおける建設活

動の中で、エリアごとの景観的特徴をどのように生かすのか、そのための設計上のポイントを示す

ものです。 

ここでは歴史や⾃然などの環境特性、住まいやリゾート地としての空間特性から、基準を設定す

るものとします。 

 

②エリアごとの基準等                                
 

［蔵王の山並みや雄大な自然に調和した景観まちづくり］ 

 ア 景観形成目標                        

地 区内から蔵王の山並みを眺望した際、視点場周囲の建築物や⼯作物

の外観も視界に⼊るため、それらを⾃然に調和させることが⼤切で

す。山並みの眺望をさえぎらない⾼さへの配慮や、⾃然と調和した

デザインや⾊にする、敷地内を緑化するなど、⾃然景観に配慮した

景観まちづくりを進めます。 

雄 ⼤な⾃然と調和した景観形成には、⾝近にある樹⽊・草花などを適

切に維持管理することも⼤切です。駐⾞場や空き地の定期的な草刈

り等、人の⼿による適切な維持管理を継続することで、⾃然との調

和・共生を意識した景観まちづくりを進めます。 
 

 イ 各⾏為の景観形成基準                               
●建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は⾊彩の変更 

 
 

要素 景観形成基準 
デザイン ■周辺の山並みや⾃然と調和したデザインに努めること。 

⾼さ ■山並みに配慮し、低く抑えるよう努めること。 
屋
根 

形態 ■落雪方向等に⼗分配慮すること。 
⾊彩 ■使⽤する⾊数を少なくし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 

■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 
その他 ■屋根などに太陽光発電設備を設置するときは、周囲への光の反射に配慮し、通

りから目⽴たないよう努めること。 

自
然
共
生 
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要素 景観形成基準 
外
壁 

壁面位置 ■道路境界線や隣地境界線から後退させ、ゆとりある空間を確保するよう努め
ること。 

⾊彩 ■使⽤する⾊数を少なくし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 

■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 
屋上・屋外付帯設備 ■眺望が良好な地点では、屋上付帯設備が眺望をさえぎらないよう努めること。 

■屋外付帯設備は、通りから⾒えないよう努めること。 
■やむを得ず通り沿いに設置するときは、建築物本体との一体感や調和に配慮

したデザインとすること。 
外構 ■門や塀を設置するときは、沿道のまちなみとの一体感やつながりに配慮した

形態・デザインとし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
■⽊材や樹⽊などの⾃然素材の活⽤に努めること。 
■物置やゴミ置場は、通りから目⽴たない場所に設置すること。 

⾃動販売機 ■周囲の⾃然や環境に配慮した⾊にする、⽊製格⼦で囲うなど⼯夫すること。 
■こげ茶系など、落ち着いた⾊を使⽤するよう努めること。 

中
間
領
域 

緑化・法面等 ■敷地内は樹⽊ポットを置くなど、適切に管理ができる範囲で積極的な緑化に
努めること。 

■道路と敷地、敷地と敷地との間に法面が生じる場合は緑化するなど、⾃然景観
やまちなみに配慮すること。 

駐⾞場 ■定期的に草刈りを⾏うなど、適切な維持管理に努めること。 
その他 ■空き家や空き地は放置しておくと景観及び住環境に悪影響を与えるため、所

有者等と協議して適切な管理を促すなど、景観に対する意識づけ(普及活動)に
努めること。 

■空き地は所有者等と協議し、地域イベントで利⽤する、緑化をするなどの検討
をすること。 

■定期的に清掃・美化活動や除雪作業を⾏い、常にきれいなエリアとなるよう努
めること。 

 
●⼯作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 

デザイン ■周囲の⾃然景観に配慮し、周辺の山並みと調和するよう努めること。 
⾊彩 ■周辺の樹⽊や山並みから突出した⾊は使⽤しないこと。 
配置 ■周囲の景観をさえぎらないよう努めること。 

■隣接する建築物等との間に⼗分にゆとりを保ち、広がりのある空間を確保す
ること。 

■下部を植栽するなど、目⽴たないよう努めること。 
⾼さ ■周囲の樹⽊の⾼さを超えないよう努めること。 

■やむを得ず樹⾼以上となるときは、周囲の景観との調和に配慮すること。 
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エ 
リ 
ア 

 

［歩きたくなる、古き良き温泉街の雰囲気あふれる景観まちづくり］ 

 ア 景観形成目標                         

道 路空間が⽐較的狭く、沿道の建築物と歩⾏者との距離が近いため、       

まちなみが途切れないようにすることが重要です。１、２階の軒⾼

や、外壁の統一感の演出、空き地や駐⾞場における道路際の⼯夫な

ど、まちなみのつながりを意識した景観まちづくりを進めます。 

落 ち着いた雰囲気とともに温泉街としての活気も感じられるような

演出が⼤切です。通りに面した開口部（店先）に和風な演出を取り

⼊れたり、照明を活⽤し夜間景観にも配慮するなど、温泉街の雰囲

気を意識した景観まちづくりを進めます。 

 

 

 イ 各⾏為の景観形成基準                               

●建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 
デザイン ■温泉街の雰囲気を意識し、和風のデザインに努めること。 

⾼さ ■隣接する建築物等とのつながりに配慮し、突出した⾼さとならないよう配慮
すること。 

屋
根 

形態 ■落雪方向等に⼗分配慮すること。 
■１階部分は庇や下屋を設置するなど、周辺建築物とのつながりに配慮すること。 

⾊彩 ■周辺の屋根との調和に配慮し、⿊やこげ茶系の⾊で統一するよう努めること。  
素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 

■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 
その他 ■屋根などに太陽光発電設備を設置するときは、周囲への光の反射に配慮し、

通りから目⽴たないよう努めること。 
外
壁 

壁面位置 ■まちなみが途切れないように、隣接する建築物の壁面位置をそろえ、併せて
１階部分は通りからできるだけ後退し、ふれあいとおもてなしの空間を確保
するよう努めること。 

⾊彩 ■隣接する建築物等との調和に配慮すること。 
■腰壁のある真壁づくりとするよう努め、壁面は⽩系、腰壁は⿊系を基本とすること。 

素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 
■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 

その他 ■隣地が空き地の場合は、建物の側面のデザインにも配慮すること。 
開口部 ■空き店舗のシャッターは、⽊製格⼦で覆うなど閉鎖的に⾒えないよう努める

こと。 
■扉や窓枠等は、⽊材を使⽤するよう努めること。 
■アルミサッシや樹脂サッシなどを使⽤する場合は、⿊やこげ茶系など落ち着

いた⾊を使⽤するよう努めること。 

高
湯
通
り
・
湯
の
香
通
り 
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要素 景観形成基準 

屋上・屋外付帯設備 ■眺望が良好な地点では、屋上付帯設備が眺望をさえぎらないよう努めること。 
■屋外付帯設備は、通りから⾒えないよう努めること。 
■やむを得ず通り沿いに設置するときは、まちなみと一体化させる、⽊製格⼦

で囲う、外壁と同じ素材・⾊とするなど⼯夫すること。 
外構 ■門や塀を設置するときは、沿道のまちなみとの一体感やつながりに配慮した

形態・デザインとし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
■⽊材や樹⽊などの⾃然素材の活⽤に努めること。 
■物置やゴミ置場は、通りから目⽴たない場所に設置するよう努めること。  
■やむを得ず通り沿いに設置するときは、⾃然素材を使⽤する、落ち着いた⾊

にする、格⼦で隠すなど、周辺環境に配慮した形態・デザインとすること。 
⾃動販売機 ■周囲の⾃然や環境に配慮した⾊にする、⽊製格⼦で囲うなど⼯夫すること。 

■こげ茶系など、落ち着いた⾊を使⽤するよう努めること。 
中
間
領
域 

演出 ■店舗として利⽤している建築物の１階部分は、道路に対して開放的な造りと
し、通りから賑わいを感じられる雰囲気づくりに努めること。 

■夜間景観への配慮として、店先や外壁・開口部等をライトアップする、店舗
内の明かりを通りで感じられるよう⼯夫するなど、夜も賑わいを感じられる
雰囲気づくりに努めること。 

■店先に賑わいとくつろぎの雰囲気が広がるよう努めること。 
■足湯を設置するなど、温泉街の雰囲気づくりに努めること。 

緑化・法面等 ■敷地内は樹⽊ポットを置くなど、適切に管理ができる範囲で積極的な緑化に
努めること。 

■道路と敷地、敷地と敷地との間に法面が生じる場合は緑化するなど、⾃然景
観やまちなみに配慮すること。 

駐⾞場 ■適切な維持管理（清掃・草刈り等）を実施するなど、駐⾞していないときの
⾒せ方に配慮すること。 

■路上駐⾞をしない・させないよう努めること。 
■舗装は通りとの一体感の創出に努めること。 
■⼗分な⾼さがある塀を設置するなどまちなみがとぎれないよう努め、塀を設

置する際は、壁面は⽩系、腰板は⿊系とすること。 
その他 ■⼩径

こ み ち
の整備に努めること。 

■空き家や空き地は放置しておくと景観及び住環境に悪影響を与えるため、所
有者等と協議して適切な管理を促すなど、景観に対する意識づけ(普及活動)
に努めること。 

■空き地は所有者等と協議し、地域イベントで利⽤する、緑化をするなどの検討をすること。  
■定期的に清掃・美化活動や除雪作業を⾏い、常にきれいなエリアとなるよう努めること。  

 
●⼯作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 

デザイン ■周囲の⾃然景観に配慮し、周辺の山並みと調和するよう努めること。 
⾊彩 ■こげ茶系など、周囲の景観に馴染むような⾊を使⽤するよう努めること。 
配置 ■周囲の景観をさえぎらないよう努めること。 

■隣接する建築物等との間に⼗分にゆとりを保ち、広がりのある空間を確保すること。 
■下部を植栽するなど、目⽴たないよう努めること。 

⾼さ ■周囲の建築物等との調和に配慮し、圧迫感を感じさせないよう努めること。 
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エ
リ
ア 

 

[山並みも温泉も楽しめる、おもてなしの心あふれる景観まちづくり］ 

 ア 景観形成目標                          

道 路拡幅に伴い形成された歩道などのゆとりある空間を活⽤した、 

通り全体で賑わいが感じられるようなまちなみ形成が⼤切です。通

りに面した開口部は外部に開けた造りとする、照明を活⽤し夜間景

観にも配慮するなど、誰もが楽しく歩ける景観まちづくりを進めま

す。  

樹 氷通りから⾒える蔵王の山並みとの調和や、「温泉地に来た︕」とい

う実感が持てる演出も⼤切です。山並みや⾃然への眺望に配慮した

形態・デザイン、歩道や店先へのベンチや足湯の設置など、来訪者

がくつろぎながら雄⼤な⾃然を楽しめる景観まちづくりを進めます。 

 

 

 イ 各⾏為の景観形成基準                              

●建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 
デザイン ■背景の山並みや⾃然と調和したデザインに努めること。 

⾼さ ■８階建て（３５ｍ）を限度とし、山並みや周辺環境との調和に配慮し、低く抑
えるよう努めること。 

屋
根 

形態 ■落雪方向等に⼗分配慮すること。 
■周辺建築物とのつながりに配慮すること。 

⾊彩 ■使⽤する⾊数を少なくし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 

■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 
その他 ■屋根などに太陽光発電設備を設置するときは、周囲への光の反射に配慮し、通

りから目⽴たないよう努めること。 
外
壁 

壁面位置 ■建築物等の壁面位置は、中間領域（半公共空間）を演出するために、敷地の地
形条件等の許す限り後退し、最低でも道路境界線から 1.0ｍ以上後退すること。  

⾊彩 ■使⽤する⾊数を少なくし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
■隣接する建築物等との調和に配慮すること。 

素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 
■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 

その他 ■隣地が空き地の場合は、建物の側面のデザインにも配慮すること。 
開口部 ■開口部は広くし、建物全体が美しく⾒えるようにすること。 

■扉や窓枠等は、⽊材を使⽤するよう努めること。 
■アルミサッシや樹脂サッシなどを使⽤する場合は、⿊・こげ茶系など落ち着い

た⾊を使⽤するよう努めること。 

樹
氷
通
り 
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要素 景観形成基準 
屋上・屋外付帯設備 ■眺望が良好な地点では、屋上付帯設備が眺望をさえぎらないよう努めること。 

■屋外付帯設備は、通りから⾒えないよう努めること。 
■やむを得ず通り沿いに設置するときは、まちなみと一体化させる、⽊製格⼦で

囲う、外壁と同じ素材・⾊とするなど⼯夫すること。 
外構 ■門や塀を設置するときは、沿道のまちなみとの一体感やつながりに配慮した

形態・デザインとし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
■⽊材や樹⽊などの⾃然素材の活⽤に努めること。 
■物置やゴミ置場は、通りから目⽴たない場所に設置すること。 

⾃動販売機 ■周囲の⾃然や環境に配慮した⾊にする、⽊製格⼦で囲うなど⼯夫すること。 
■こげ茶系など、落ち着いた⾊を使⽤するよう努めること。 

中
間
領
域 

演出 ■店舗として利⽤している建築物の１階部分は、道路に対して開放的な造りと
し、通りから賑わいを感じられる雰囲気づくりに努めること。 

■夜間景観への配慮として、店先や外壁・開口部等をライトアップする、店舗内
の明かりを通りで感じられるよう⼯夫するなど、夜も賑わいを感じられる雰
囲気づくりに努めること。 

■店先に賑わいとくつろぎの雰囲気が広がるよう努めること。 
■足湯を設置するなど、温泉街の雰囲気づくりに努めること。 
■気軽に休めるベンチなどの休憩スペースやオープンカフェを設置するよう努めること。 

緑化・法面等 ■敷地内は樹⽊ポットを置くなど、適切に管理ができる範囲で積極的な緑化に
努めること。 

■道路と敷地、敷地と敷地との間に法面が生じる場合は緑化するなど、⾃然景観
やまちなみに配慮すること。 

駐⾞場 ■適切な維持管理（清掃・草刈り等）を実施するなど、駐⾞していないときの⾒
せ方に配慮すること。 

■路上駐⾞をしない・させないよう努めること。 
■舗装は通りとの一体感の創出に努めること。 
■生垣・植樹による緑化や塀の設置などにより、⾃然環境やまちなみのつながり

に配慮すること。 
その他 ■空き家や空き地は放置しておくと景観及び住環境に悪影響を与えるため、所

有者等と協議して適切な管理を促すなど、景観に対する意識づけ(普及活動)に
努めること。 

■空き地は所有者等と協議し、地域イベントで利⽤する、緑化をするなどの検討
をすること。 

■定期的に清掃・美化活動や除雪作業を⾏い、常にきれいなエリアとなるよう努めること。 
 
●⼯作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 

デザイン ■周囲の⾃然景観に配慮し、周辺の山並みと調和するよう努めること。 
⾊彩 ■こげ茶系など、周囲の景観に馴染むような⾊を使⽤するよう努めること。 
配置 ■周囲の景観をさえぎらないよう努めること。 

■隣接する建築物等との間に⼗分にゆとりを保ち、広がりのある空間を確保すること。  
■下部を植栽するなど、目⽴たないよう努めること。 

⾼さ ■周囲の樹⽊の⾼さを超えないよう努めること。 
■やむを得ず樹⾼以上となるときは、周囲の景観との調和に配慮すること。 
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エ 
リ 
ア 

 

［雄大な自然と共生した、山岳リゾートとしての景観まちづくり］ 

 ア 景観形成目標                          

上 の台エリアは、春から秋にかけてのまちなみ・風景の魅⼒向上が       

必要です。定期的に、地域をあげて草刈りや樹⽊の⼿⼊れをしたり、

美化活動を実施したりするなど、日ごろの⾝近な取り組みから景観

まちづくりに取り組んでいきます。 

豊 かな⾃然と洋風建築物が建ち並ぶ既存の景観を生かし、育ててい 

くことが⼤切です。山並みに調和した形態・デザインや⾃然素材の

活⽤、店先等で⾃然を満喫できる⼯夫、外観・開口部を洋風な造り

とするなど、山岳リゾートとしての演出を意識し、緩やかに統一感

を形成していく景観まちづくりを進めます。 

 

 イ 各⾏為の景観形成基準                             

●建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 
デザイン ■背景の山並みや⾃然との調和、及び山岳リゾートのイメージを意識した、洋風

(現代洋風・ロッジ風等)なデザインに努めること。 
⾼さ ■山並みに配慮し、低く抑えるよう努めること。 

屋
根 

形態 ■落雪方向等に⼗分配慮すること。 
■周辺建築物とのつながりに配慮すること。 

⾊彩 ■使⽤する⾊数を少なくし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 

■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 
その他 ■屋根などに太陽光発電設備を設置するときは、周囲への光の反射に配慮し、通

りから目⽴たないよう努めること。 
外
壁 

壁面位置 ■道路境界線や隣地境界線から後退させ、ゆとりある空間を確保するよう努め
ること。 

⾊彩 ■使⽤する⾊数を少なくし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
■隣接する建築物等との調和に配慮すること。 

素材 ■積雪や温泉による腐食等を考慮し、耐久性のあるものを使⽤すること。 
■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 

その他 ■隣地が空き地の場合は、建物の側面のデザインにも配慮すること。 
開口部 ■扉や窓枠等は、⽊材を使⽤するよう努めること。 

■アルミサッシや樹脂サッシなどを使⽤する場合は、建物と調和した⾊を使⽤
するよう努めること。 

 
 

上
の
台 



 

21 

第
３
章 

景
観
ま
ち
づ
く
り
の
誘
導
の
取
り
組
み 

要素 景観形成基準 
屋上・屋外付帯設備 ■眺望が良好な地点では、屋上付帯設備が眺望をさえぎらないよう努めること。 

■屋外付帯設備は、通りから⾒えないよう努めること。 
■やむを得ず通り沿いに設置するときは、まちなみと一体化させる、⽊製格⼦で

囲う、外壁と同じ素材・⾊とするなど⼯夫すること。 
外構 ■門や塀を設置するときは、沿道のまちなみとの一体感やつながりに配慮した

形態・デザインとし、落ち着いた⾊を使⽤すること。 
■⽊材や樹⽊などの⾃然素材の活⽤に努めること。 
■物置やゴミ置場は、通りから目⽴たない場所に設置すること。 

⾃動販売機 ■周囲の⾃然や環境に配慮した⾊にする、⽊製格⼦で囲うなど⼯夫すること。 
■こげ茶系など、落ち着いた⾊を使⽤するよう努めること。 

中
間
領
域 

演出 ■店舗として利⽤している建築物の１階部分は、道路に対して開放的な造りと
し、通りから賑わいを感じられる雰囲気づくりに努めること。 

■夜間景観への配慮として、店先や外壁・開口部等をライトアップする、店舗内
の明かりを通りで感じられるよう⼯夫するなど、夜も賑わいを感じられる雰
囲気づくりに努めること。 

■店先に賑わいとくつろぎの雰囲気が広がるよう努めること。 
■湯気による演出を⾏うなど、温泉街の雰囲気づくりに努めること。 
■気軽に休めるベンチなどの休憩スペースやオープンカフェを設置するよう努めること。 

緑化・法面等 ■敷地内は樹⽊ポットを置くなど、適切に管理ができる範囲で積極的な緑化に
努めること。 

■道路と敷地、敷地と敷地との間に法面が生じる場合は緑化するなど、⾃然景観
やまちなみに配慮すること。 

駐⾞場 ■適切な維持管理（清掃・草刈り等）を実施するなど、駐⾞していないときの⾒
せ方に配慮すること。 

■路上駐⾞をしない・させないよう努めること。 
■生垣などによる緑化や路面の緑化等、⾃然との調和に配慮すること。 

その他 ■空き家や空き地は放置しておくと景観及び住環境に悪影響を与えるため、所
有者等と協議して適切な管理を促すなど、景観に対する意識づけ(普及活動)に
努めること。 

■空き地は所有者等と協議し、地域イベントで利⽤する、緑化をするなどの検討
をすること。 

■定期的に清掃・美化活動や除雪作業を⾏い、常にきれいなエリアとなるよう努
めること。 

 
●⼯作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は⾊彩の変更 

要素 景観形成基準 

デザイン ■周囲の⾃然景観に配慮し、周辺の山並みと調和するよう努めること。 
⾊彩 ■こげ茶系など、周囲の景観に馴染むような⾊を使⽤するよう努めること。 
配置 ■周囲の景観をさえぎらないよう努めること。 

■隣接する建築物等との間に⼗分にゆとりを保ち、広がりのある空間を確保すること。 
■下部を植栽するなど、目⽴たないよう努めること。 

⾼さ ■周囲の樹⽊の⾼さを超えないよう努めること。 
■やむを得ず樹⾼以上となるときは、周囲の景観との調和に配慮すること。 
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２  屋外広告物の⾏為の制限に関する事項 

 

山形市全域においては、市全域の共通事項として山形市屋外広告物条例に基づく適切な規制・誘導を

⾏うほか、景観類型ごとに特定景観誘導基準を定め、各景観類型の景観特性に応じた緩やかな景観誘導

を⾏っています。 

景観重点地区においては、建築物等の景観形成と一体となって、より積極的かつ重点的に屋外広告物

の景観形成に取り組むため、景観形成の基本方針に基づいた屋外広告物設置基準を定め、地区の良好な

景観まちづくりに向けた広告景観の創出を図っていきます。 

 

（１）屋外広告物設置基準について 

   これまで各エリアにおいて統一した看板の設置や街並みづくり協定によるルールが定められて

いたものの、非常に多くの屋外広告物がまちなみ景観を乱しており、屋外広告物の⼤きさ、設置場

所、⾊彩などに一定のルールを設けることが必要です。 

   屋外広告物設置基準については、多様なタイプの屋外広告物について、それぞれに対応した基準

を定めることで、建築物等の取り組みと一体となって景観まちづくりを進めるために設定するもの

です。この基準に則り、必要に応じて地元で実施基準（もしくは運⽤基準）を定めるなどして、良

好な景観の形成を図っていきます。 

 

（２）エリアごとの屋外広告物設置基準 

 

 

要素 屋外広告物設置基準 
設置 ■山形市屋外広告物条例に定める設置基準とする。（別表１のとおり） 

■⾃家広告物と案内広告以外の一般広告物は設置しないこと。 
■⾃然との調和に配慮し、必要最⼩限の規模・数とすること。 

形
態
・
意
匠 

デザイン ■周辺の⾃然環境に配慮し、山並みと調和したデザインとすること。 
⾊彩 ■周辺の樹⽊や山並みから突出した⾊の使⽤は避け、⾃然景観と調和した落ち着い

た⾊を使⽤すること。 
■使⽤する⾊数は少なくすること。 

素材 ■⽊材や⽯材等の⾃然素材を積極的に使⽤すること。 
■光を強く反射する素材は極⼒使⽤しないこと。 

維持管理 ■除雪や草刈り等の邪魔にならない場所に設置するなど、日常の維持管理にも配慮
すること。 

■錆や⾊あせが⾒られるものや表示内容が古くなったものは、改修や交換、または撤
去するなど適切な維持管理に努めること。 

 

 

 

２ 

       エリア ⾃然共生 
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要素 屋外広告物設置基準 

設置 ■山形市屋外広告物条例に定める設置基準に加え、エリア独⾃の基準を定める。（別
表２のとおり） 

■⾃家広告物と案内広告以外の一般広告物は設置しないこと。 
■歩⾏者が温泉街の雰囲気を感じることができる種類・⼤きさの看板を使⽤すること。 
■歩⾏者や除雪に配慮し、移動式の看板の活⽤に努めること。 

形
態
・
意
匠 

デザイン ■まちなみと調和し、和の雰囲気が感じられるデザインとなるように努めること。 
⾊彩 ■原⾊は使⽤せず、⿊やこげ茶系などの落ち着いた⾊を使⽤し、文字等は⽩系の⾊とすること。  
素材 ■⽊質系の看板（壁面平面広告板、袖看板、⽴看板等）や布製ののれん、日よけ幕を

使⽤すること。 
照明 ■夜間の視認性向上や雰囲気づくりのために照明などを効果的に使うこと。 

■夜でも温泉街の雰囲気が感じられ歩きたくなる楽しい通りとなるように、⾏灯を
設置したり、暖かみのある⾊の照明で看板を照らすように努めること。 

■点滅する照明や明るすぎる照明は使わないこと。 
維持管理 ■除雪や草刈り等の邪魔にならない場所に設置するなど、日常の維持管理にも配慮すること。  

■錆や⾊あせが⾒られるものや表示内容が古くなったものは、改修や交換、または撤
去するなど適切な維持管理に努めること。 

 

 

要素 屋外広告物設置基準 
設置 ■山形市屋外広告物条例に定める設置基準に加え、エリア独⾃の基準を定める。（別

表３のとおり） 
■⾃家広告物と案内広告以外の一般広告物は設置しないこと。 
■必要最⼩限の規模・数とすること。 

形
態
・
意
匠 

デザイン ■建物や周辺環境との調和に配慮し、歩⾏者から⾒て美しく、わかりやすいものとすること。 
⾊彩 ■原⾊は基本的に使⽤せず、⾃然と調和した落ち着いた⾊を使⽤すること。 
素材 ■⽊材や⽯材等の⾃然素材の活⽤を基本とすること。 

照明 ■夜間の視認性向上や雰囲気づくりのために照明などを効果的に使うこと。 
維持管理 ■錆や⾊あせが⾒られるものや表示内容が古くなったものは、改修や交換、または撤

去するなど適切な維持管理に努めること。 
 

 

要素 屋外広告物設置基準 
設置 ■山形市屋外広告物条例に定める設置基準とする。（別表４のとおり） 

■⾃家広告物と案内広告以外の一般広告物は設置しないこと。 
形
態
・
意
匠 

デザイン ■背景の山並みや⾃然と調和したデザインとすること。 
⾊彩 ■原⾊はできるだけ使⽤せず、周囲と調和した⾊を使⽤すること。 
素材 ■⽊質系の看板（壁面平面広告板、袖看板、⽴看板等）を使⽤すること。 

照明 ■夜間の視認性向上や雰囲気づくりのために照明などを効果的に使うこと。 
維持管理 ■除雪や草刈り等の邪魔にならない場所に設置するなど、日常の維持管理にも配慮すること。 

■錆や⾊あせが⾒られるものや表示内容が古くなったものは、改修や交換、または撤
去するなど適切な維持管理に努めること。 

                エリア ⾼湯通り・湯の香通り 

       エリア 樹氷通り  

     エリア 上の台 
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＜（別表１）看板の種類ごとの基準一覧＞自然共生エリア  

看板の種類 
設置 
の 

可否 
表示面積 ⾼さ／⻑さ その他 

建植広告板 〇 5 ㎡以下 ⾼さ５ｍ以下  

アーチ 〇 20 ㎡以下 ⾼さ 10ｍ以下 ・地面から脚柱以外の部分の下端まで
の⾼さは 5ｍ以上とすること。 

・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏
切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

壁面平面広告板 〇 5 ㎡以下  ・1 壁面の合計は 5 ㎡以下とすること。 
・壁面の上端を越えないこと。 

壁面突出広告板 
（袖看板） 

〇 5 ㎡以下  ・壁面の上端を越えないこと。 

屋上利⽤広告板 ×    

電⼒柱等利⽤広告 
（袖看板） 

×    

電⼒柱等利⽤広告 
（巻付広告） 

〇  ⻑さ 1.5ｍ以下 ・下端⾼は 1.2ｍ以上とすること。 
・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・電柱１本につき１個までとすること。 
はり紙・はり札 〇 1 ㎡以下  ・同じ場所に同じ内容のものを連続し

て表示しないこと。 
・はり紙は全面のりづけしないこと。 

⽴看板 〇 4 ㎡以下 ⾼さ 3.6ｍ以下 ・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏
切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・倒れないように措置すること。 
広告幕・広告旗 

・のれん 
・日よけ幕 
・のぼり旗 

〇  短辺 1.5ｍ以下 ・道路を横断する広告幕は、下端髙を道
路上 2.5ｍ以上、⾞道・歩⾞道の区別
のない道路上 4.5ｍ以上とし、信号機
から 30ｍ以上、道路標識、踏切及び主
要な交差点から 10ｍ以上離すこと。 

・のぼり旗は必要最⼩限とし、必要がな
くなったら速やかに片付けること。 

アドバルーン 〇  幅 1.5ｍ以下 
⻑さ 15ｍ以下 

・気球の直径は 3ｍ以下とすること。 
・係留場所から気球の先端までは 50ｍ 

以下とすること。 
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＜（別表２）看板の種類ごとの基準一覧＞高湯通り・湯の香通りエリア 

看板の種類 
設置 
の 

可否 
表示面積 ⾼さ／⻑さ その他 

建植広告板 〇 5 ㎡以下 ⾼さ 5ｍ以下  

アーチ 〇 20 ㎡以下 ⾼さ 10ｍ以下 ・地面から脚柱以外の部分の下端まで
の⾼さを 5ｍ以上とすること。 

・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏
切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

壁面平面広告板 〇 ２㎡以下 
⽊質系の場合 

３㎡以下 

 ・1 壁面あたり 1 枚を原則とすること。 
・壁面の上端を越えないこと。 

壁面突出広告板
（袖看板） 

〇 0.8 ㎡以下 
⽊質系の場合 

1 ㎡以下 

壁面からの出幅
1ｍ以下 

・1 壁面あたり 1 枚を原則とすること。 
・道路にはみ出さないこと。 
・壁面の上端を越えないこと。 

屋上利⽤広告板 ×    

電⼒柱等利⽤広告 
（袖看板） 

×    

電⼒柱等利⽤広告 
（巻付広告） 

〇  ⻑さ 1.5ｍ以下 ・下端⾼は 1.2ｍ以上とすること。 
・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・電柱 1 本につき 1 個までとすること。 
はり紙・はり札 〇 1 ㎡以下  ・窓ガラスへの設置は避けること。 

・同じ場所に同じ内容のものを連続し
て表示しないこと。 

・はり紙は全面のりづけしないこと。 
⽴看板 〇 4 ㎡以下 ⾼さ 3.6ｍ以下 ・必要最⼩限とし、必要がなくなったら

速やかに片付けること。 
・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・倒れないように措置すること。 
広告幕・広告旗 

・のれん 
・日よけ幕 
・のぼり旗 

〇  短辺 1.5ｍ以下 
 

・道路を横断する広告幕は、下端髙を道
路上 2.5ｍ以上、⾞道・歩⾞道の区別
のない道路上 4.5ｍ以上とし、信号機
から 30ｍ以上、道路標識、踏切及び主
要な交差点から 10ｍ以上離すこと。 

・のぼり旗は必要最⼩限とし、必要がな
くなったら速やかに片付けること。 

アドバルーン 〇  幅 1.5ｍ以下 
⻑さ 15ｍ以下 

・気球の直径は 3ｍ以下とすること。 
・係留場所から気球の先端までは 50ｍ 

以下とすること。 
特殊装置広告 

（電光掲示板等） 
×   ・和の雰囲気に合わないため使⽤しな

いこと。 
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＜（別表３）看板の種類ごとの基準一覧＞樹氷通りエリア 

看板の種類 
設置 
の 

可否 
表示面積 ⾼さ／⻑さ その他 

建植広告板 〇 3 ㎡以下 ⾼さ 5ｍ以下 ・1 敷地あたり 1 枚を原則とすること。 
・複数店舗の場合は 1 店舗あたり 1 枚

ずつとすること。 
・敷地内の建物の上端を越えないこと。 

アーチ 〇 20 ㎡以下 ⾼さ 10ｍ以下 ・地面から脚柱以外の部分の下端まで
の⾼さを 5ｍ以上とすること。 

・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏
切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

壁面平面広告板 〇 3 ㎡以下 
複数店舗の場合 
合計 5 ㎡以下  
壁面に文字を 

直接表示する場合 
5 ㎡以下 

 ・1 壁面あたり 1 枚を原則とすること。 
・複数店舗の場合は 1 店舗あたり 1 枚

ずつとすること。 
・壁面の上端を越えないこと。 

壁面突出広告板
（袖看板） 

〇 0.5 ㎡以下 
複数店舗の場合 
合計１㎡以下 

 

壁面からの出幅
0.8ｍ以下 

・1 壁面あたり 1 枚を原則とすること。 
・複数店舗の場合は 1 店舗あたり 1 枚

ずつとすること。 
・道路にはみ出さないこと。 
・壁面の上端を越えないこと。 

屋上利⽤広告板 ×    

電⼒柱等利⽤広告 
（袖看板） 

×    

電⼒柱等利⽤広告 
（巻付広告） 

〇  ⻑さ 1.5ｍ以下 ・下端⾼は 1.2ｍ以上とすること。 
・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・電柱 1 本につき 1 個までとすること。 
はり紙・はり札 〇 1 ㎡以下  ・窓ガラスへの設置は避けること。 

・同じ場所に同じ内容のものを連続し
て表示しないこと。 

・はり紙は全面のりづけしないこと。 
⽴看板 〇 4 ㎡以下 ⾼さ 3.6ｍ以下 ・必要最⼩限とし、必要がなくなったら

速やかに片付けること。 
・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・倒れないように措置すること。 
広告幕・広告旗 

・のれん 
・日よけ幕 
・のぼり旗 

〇  短辺 1.5ｍ以下 
 

・道路を横断する広告幕は、下端髙を道
路上 2.5ｍ以上、⾞道・歩⾞道の区別
のない道路上 4.5ｍ以上とし、信号機
から 30ｍ以上、道路標識、踏切及び主
要な交差点から 10ｍ以上離すこと。 

・のぼり旗は必要最⼩限とし、必要がな
くなったら速やかに片付けること。 

アドバルーン 〇  幅 1.5ｍ以下 
⻑さ 15ｍ以下 

・気球の直径は 3ｍ以下とすること。 
・係留場所から気球の先端までは 50ｍ 

以下とすること。 
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＜（別表４）看板の種類ごとの基準一覧＞上の台エリア 

看板の種類 
設置 
の 

可否 
表示面積 ⾼さ／⻑さ その他 

建植広告板 〇 5 ㎡以下 ⾼さ 5ｍ以下  

アーチ 〇 20 ㎡以下 ⾼さ 10ｍ以下 ・地面から脚柱以外の部分の下端まで
の⾼さを 5ｍ以上とすること。 

・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏
切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

壁面平面広告板 〇 5 ㎡以下 
 

 ・1 壁面の合計は 5 ㎡以下とすること。 
・壁面の上端を越えないこと。 

壁面突出広告板 
（袖看板） 

〇 5 ㎡以下  ・壁面の上端を越えないこと。 

屋上利⽤広告板 ×    

電⼒柱等利⽤広告 
（袖看板） 

×    

電⼒柱等利⽤広告 
（巻付広告） 

〇  ⻑さ 1.5ｍ以下 ・下端⾼は 1.2ｍ以上とすること。 
・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から 10ｍ以上
離すこと。 

・電柱 1 本につき 1 個までとすること。 
はり紙・はり札 〇 1 ㎡以下  ・同じ場所に同じ内容のものを連続し

て表示しないこと。 
・はり紙は全面のりづけしないこと。 

⽴看板 〇 4 ㎡以下 ⾼さ 3.6ｍ以下 ・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏
切及び主要な交差点から 10ｍ以上
はなすこと。 

・倒れないように措置すること。 
広告幕・広告旗 

・のれん 
・日よけ幕 
・のぼり旗 

〇  短辺 1.5ｍ以下 ・道路を横断する広告幕は、下端髙を道
路上 2.5ｍ以上、⾞道・歩⾞道の区別
のない道路上 4.5ｍ以上とし、信号機
から 30ｍ以上、道路標識、踏切及び主
要な交差点から 10ｍ以上離すこと。 

・のぼり旗は必要最⼩限とし、必要がな
くなったら速やかに片付けること。 

アドバルーン 〇  幅 1.5ｍ以下 
⻑さ 15ｍ以下 

・気球の直径は 3ｍ以下とすること。 
・係留場所から気球の先端までは 50ｍ 

以下とすること。 
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第４章 景観まちづくりの推進に向けて【本編抜粋】 
１  市⺠と事業者の役割                         

 

景観は市⺠生活や事業活動などの日々の積み重ねによってつくられます。 

建物の屋根や壁、庭先、商店の店構えや看板などは、道路などの公的部分と相まって多くの人の目

にふれるまちなみを形成し、景観を構成する重要な要素となります。市⺠・事業者による景観まちづ

くり活動は、良好な景観を生み出すだけでなく、山形市全体のイメージを⽀えるものとなります。そ

のため景観まちづくりにおいては次の３点を意識して進める必要があります。 

 

①良好なまちなみは市⺠や事業者の活動の積み重ねによってつくられていくものであり、市⺠や事

業者が景観形成の主体です。 

②本計画を基本方針としながらも、個別の景観まちづくり活動においては地域住⺠や事業者の積極

的な参加と合意形成により、地域の望ましい景観像を定めます。 

③景観形成のための基本方針は、豊かな想像⼒をもった個別の景観まちづくり活動によって実現さ

れるものであり、合意された方針を尊重しながらも、個性と創造性をもって良好な景観形成に努

める必要があります。 

 

また、公的環境の美しさは、合意されたルールを守り、育てようとする市⺠や事業者の不断の努⼒

によって保たれるものです。ゴミや空き⽸の投げ捨て、商品の陳列、周囲に配慮した⾃宅や事業所の

景観づくり、まちづくり全体への協⼒など、景観まちづくりにおける基本的なルールの尊重が必要と

なります。 
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２  ⾏政の役割                             

 

近年景観を取り巻く環境が⼤きく変化する中で、「山形らしさ」を持ったまちのイメージは、放置す

れば個性のないまちの中に埋もれてしまう恐れがあります。 

現時点において、山形市の本質的な「らしさ」は未だ失われていませんが、その「らしさ」は守る

と同時に創り出すものでもあります。⾏政による景観施策の実施にあたっては、今後目指す景観像

を、市⺠や事業者とともに考え、共通認識のもと、景観まちづくりを進めていく必要があります。加

えて、市⺠や事業者の⾃主的な活動を⽀援していく必要があります。そこでは次の４点に配慮してい

くものとします。 

 

①景観まちづくりにおける「事務局」の⽴場として、市⺠や事業者とともに景観まちづくりの重要

性について、共通認識を⾼めていきます。 

②道路、河川、公園、公共建築物などの公共施設は、地域景観の基本⾻格となるものであり、その

整備においては、市⺠や事業者による景観まちづくり活動を先導していく役割を意識しながら進

めていきます。 

③景観に影響を与える建築物の建築や⼯作物の建設などの⾏為については、景観形成基準に基づい

た誘導を⾏うだけでなく、市⺠や事業者の景観まちづくりによる⾃主的な景観の形成を推進しま

す。 

④市⺠・事業者・⾏政による協働の景観まちづくりを進め、市⺠や事業者が主体的に関わり、積極

的に活動を⾏う機運を⾼めるため、市⺠などの景観形成に対する関心と意欲の向上のための取り

組みを⾏います。 

 

景観施策の取り組みにおいては、市⺠・事業者との連携とともに、⾏政内部の横の連携調整を図

り、総合的に景観まちづくりを進めていく必要があります。そこでは市⺠・事業者とともに、相互に

学習しながら景観まちづくりを進めていきます。 
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３  市⺠・事業者・⾏政の協働                      

 

 本計画は、「山形らしさ」を生み出す景観の特性と課題を踏まえ、目指す景観像を実現するための⻑期

にわたる景観まちづくりの方向性を提示するものとなります。この方向性は景観まちづくりの様々な主

体により確認され、その様々な活動を通じて徐々に目指す景観像を実現していくものです。その過程で

は市⺠・事業者との連携・分担のほか、⾏政内の横断的な取り組みが必要です。 

 このような景観形成を通じた景観まちづくりを進めていくためには、市⺠・事業者・⾏政がそれぞれ

の役割を協働で進めていく必要があります。 

景観協議会やまちなみデザインアドバイザー、山形市景観条例に基づく山形市景観審議会などによる

景観まちづくりのマネジメントの仕組みを構築することにより、景観形成の取り組みの実効性ならびに

継続性を担保していきます。 

 
 
     ■景観まちづくりの協働 

 
 
 市⺠・事業者 

■⾃主的な景観まちづくり 
■  
 

山形市景観審議会 
■景観に⼤きな影響を与え

る事柄への助言 
■様々な景観施策の検討 

専門アドバイス機関 

■⾃主的な景観まちづくり
への意⾒・助言 

■市⺠・事業者の景観まちづ
くりへの⽀援 

協働 

支援 助言など 

支援 

山 形 市 
■様々な景観施策の実施 
■市⺠・事業者の景観まちづ

くりへの⽀援 

目指す景観像の実現 

3 



 

31 

参
考
資
料 

参 考 資 料 
１  蔵王温泉景観重点地区の指定に向けた検討の経緯 

 

山形市景観計画（蔵王温泉景観重点地区編）策定の検討体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

山形市景観計画の変更（蔵王温泉景観重点地区の指定） 

う地元検討体制う 

蔵王温泉景観重点地区準備委員会（景観重点地区準備会） 

蔵王温泉観光協会会員で構成 

まちなみデザインアドバイザー 

 山形⼤学 
 地域教育文化学部准教授 
 東北創生研究所⻑ 
  村松 真  氏 

山形市 

まちづくり政策部 
まちなみデザイン課 

要請 

  山形市景観計画 
  （蔵王温泉景観重点地区編）【案】 

提案 

 庁内検討体制   その他検討体制う

市⻑・副市⻑ 

関係部⻑会議・課⻑会議 

事務局 
（まちなみデザイン課） 

山形市景観審議会 

山形市都市計画審議会 

市議会 

意⾒聴取 
・諮問 

意⾒聴取 

助言 検討支援 

案の検討 

報告 
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 地元検討体制に

よる検討 

 内容  開催年⽉⽇  議題 
      

 

蔵王温泉地
区景観まち
づくり講演
会 

 令和２年 ６⽉ ２日 

 

［演題］蔵王温泉の景観整備を考える 
［講師］山形⼤学 
    地域教育文化学部准教授 
    東北創生研究所⻑ 
    村 松  真  氏       

 

第１回蔵王
温泉景観重
点検討地区
検討会 
 

 令和２年 ６⽉１５日 
    〜６⽉３０日 

 

アンケート及びヒアリング調査 
［目的］まちなみ等に関する地区の

意向等の把握 
［対象］蔵王温泉地区住⺠、観光客 
［方法］アンケートの全⼾配布、 

街頭での聞き取り       

 
第２回 〃 
 

 令和２年 ７⽉３０日 
 
 ・アンケート及びヒアリング調査結果の報告  
 ・蔵王温泉観光協会景観づくり視察会の報告  
 ・意⾒交換       

 

第３回 〃  令和２年 ９⽉ ３日 

 

・景観重点地区化に向けた検討項目について  
・景観重点エリア(案)について 
・各エリアの強みについて 
・各エリアの目標について 
・他地区事例での取組み紹介 
・意⾒交換       

 第４回 〃  令和２年１０⽉ ６日  ・景観形成基準等（草案）について 
・意⾒交換       

 
第５回 〃  令和２年１１⽉１９日 

 
・景観形成基準等（案）について 
・⾏動計画について 
・届出対象⾏為と届出の流れについて  
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   -１ 

 庁内検討体制に 

 おける検討 

 内容  開催年⽉⽇  議題 
      
 関係課⻑ 

会議 
 令和２年１２⽉２２日  ・山形市景観計画の変更（景観重点

地区の指定）（案）について       

 関係部⻑ 
会議 

 令和２年１２⽉２４日  ・山形市景観計画の変更（景観重点
地区の指定）（案）について 

 

   -２ 

 庁内検討体制 

 山形市景観計画の変更（景観重点地区の指定）に係る 
関係部⻑会議 

 関係部⻑ 
  

 
 財政部⻑       企画調整部⻑     環境部⻑ 

商⼯観光部⻑     農林部⻑       まちづくり政策部⻑ 
都市整備部⻑     教育部⻑   

 事務局 
  
  まちなみデザイン課   

 山形市景観計画の変更（景観重点地区の指定）に係る 
関係課⻑会議 

 関係課⻑ 
  

 

 財政課⻑       企画調整課⻑     環境課⻑ 
 山形ブランド推進課⻑ 観光戦略課⻑     森林整備課⻑ 
 まちづくり政策課⻑  まちなみデザイン課⻑ 建築指導課⻑ 
 公園緑地課⻑     道路整備課⻑     道路維持課⻑ 
 社会教育⻘少年課⻑   

 事務局 
  
  まちなみデザイン課 

  

２ 

２ 
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   -１ 

 景観審議会の 

 意⾒聴取・諮問 

 内容  開催年⽉⽇  議題 
      
 意⾒聴取  令和３年 １⽉２９日   ・山形市景観計画の変更について 

＜（仮称）蔵王温泉景観重点地区編＞       

 諮問  令和３年 ２⽉２６日  ・山形市景観計画の変更について 
＜（仮称）蔵王温泉景観重点地区編＞ 

 

   -２ 

 景観審議会委員 

 山形市景観審議会 

 役職  氏名  所属等 
      
 会⻑   ⼩林 敬一  東北芸術⼯科⼤学基盤教育研究センター 
      
 副会⻑   山畑 信博  東北芸術⼯科⼤学デザイン⼯学部 
      
 委員   渡辺 理絵  山形⼤学農学部 
     
   ⻘柳 紀⼦  弁護士 
     
   佐藤 真美  山新観光株式会社 
     
   徳正 宜⼦  一級建築士 
     
   鈴⽊ 琢郎  山形県広告業協会 
     
   服部 正  山形県屋外広告美術協同組合 
     
   髙橋 美智⼦  山形商⼯会議所 
     
   山田 寛爾  （一社）日本樹⽊医会山形県⽀部 
     
   會津 菜穂⼦  山形市中心商店街街づくり協議会 
     
   阿部 直美  山形県写真連盟 
     
   田口 秀美  国土交通省山形河川国道事務所 

   松葉 伸章  山形県村山総合⽀庁建設部 
     
   清水 俊宏  山形県警察本部山形警察署生活安全課 

※敬称略 

  

３ 

３ 
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   -１ 

 都市計画審議会 

 の意⾒聴取 

 開催年⽉⽇  議題 
      

 

令和３年 ２⽉２４日 

 

・山形市景観計画の変更（景観重点地区の指定）
（案）に関し意⾒を求めることについて 

 

   -２ 

 都市計画審議会 

 委員 

 山形市都市計画審議会 

 種別  氏名  所属等 
      
 第 1 号委員 

（市議会議員）
  荒井 拓也  山形市議会議員      

   仁藤 俊  山形市議会議員      
   折原 政信  山形市議会議員      
   鈴⽊ 善太郎  山形市議会議員       
 第 2 号委員 

（知識経験を
有する者） 

  ⾼澤 由美  山形⼤学      
   岩田 雅史  山形商⼯会議所      
   宮舘 照彦  山形市⾃治推進委員⻑連絡協議会      
   ⼩林 裕明  株式会社山形新聞社      
   四釜 明  山形警察署      
   鈴⽊ 美香  山形県保育協議会      
   髙山 克英  山形県弁護士会      
   竹下 正一  国土交通省山形河川国道事務所      
   三浦 秀一  東北芸術⼯科⼤学      
   遠藤 紀江  山形市農業委員会      
   平吹 和之  山形県建築士会      
   松本 明⼦  山形県宅地建物取引業協会山形      
   丹野 克⼦  山形県⽴保健医療⼤学      
   佐藤 吉⼦  山形農業協同組合 

※敬称略 

 

 市議会への報告 

 開催年⽉⽇等  報告内容 
      

 
令和２年１２⽉ ７日  環境建設常任委員会 

 
・景観重点地区の指定に

向 け た 取 組 状 況 に つ
いて 

 

 

 画像提供 

 写真提供者等 
      
  蔵王スキー学校 武田 忠 
      
  蔵王ロープウェイ株式会社 
      

※敬称略 

４ 

４ 

５ 

６ 
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